
【ビジョン（展望）】（2050年までの中長期目標）

この戦略計画のビジョンは、「自然と共生する」世界であり、すなわち
「2050 年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そ
して賢明に利用され、それによって生態系サービスが保持され、健全な
地球が維持され、全ての人々に不可欠な恩恵が与えられる」世界である。

「新戦略計画2011-2020（通称：愛知ターゲット）」

目標１：遅くとも 2020 年までに、生物多様性
の価値と、それを保全し持続可能に利用するた
めに可能な行動を、人々が認識する。

目標２：遅くとも 2020 年までに、生物多様性の
価値が、国と地方の開発・貧困解消のための戦
略及び計画プロセスに統合され、適切な場合に
は国家勘定、また報告制度に組み込まれている。

目標３：遅くとも 2020 年までに、条約その他
の国際的義務に整合し調和するかたちで、国内
の社会経済状況を考慮しつつ、負の影響を最小
化又は回避するために生物多様性に有害な奨励
措置 ( 補助金を含む ) が廃止され、段階的に廃止
され、又は改革され、また、生物多様性の保全
及び持続可能な利用のための正の奨励措置が策
定され、適用される。

目標４：遅くとも 2020 年までに、政府、ビジ
ネス及びあらゆるレベルの関係者が、持続可能
な生産及び消費のための計画を達成するための
行動を行い、又はそのための計画を実施してお
り、また自然資源の利用の影響を生態学的限界
の十分安全な範囲内に抑える。

戦略目標 A
各政府と各社会において生物多様性を
主流化することにより、生物多様性の
損失の根本原因に対処する。

戦略目標 B
直接的な圧力を減少させ、持続
可能な利用を促進する。

目標５：2020年までに、森林を含む自然生息地の損失の速
度が少なくとも半減、また可能な場合には零に近づき、また、
それらの生息地の劣化と分断が顕著に減小する。

目標６：2020 年までに、すべての魚類、無脊椎動物の資源
と水生植物が持続的かつ法律に沿ってかつ生態系を基盤とす
るアプローチを適用して管理、収穫され、それによって過剰
漁獲を避け、回復計画や対策が枯渇した種に対して実施され、
絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の深刻な影響をなく
し、資源、種、生態系への漁業の影響を生態学的な安全の限
界の範囲内に抑えられる。

目標７：2020年までに、農業、養殖業、林業が行われる地域が、
生物多様性の保全を確保するよう持続的に管理される。

目標８：2020 年までに、過剰栄養などによる汚染が、生態
系機能と生物多様性に有害とならない水準まで抑えられる。

目標９：2020 年までに、侵略的外来種とその定着経路が特
定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は
根絶される、また、侵略的外来種の導入又は定着を防止する
ために定着経路を管理するための対策が講じられる。

目標 10：2015 年までに、気候変動又は海洋酸性化により
影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系について、その
生態系を悪化させる複合的な人為的圧力を最小化し、その健
全性と機能を維持する。

生物多様性条約 COP10 の最大の
成果は、名古屋議定書（※）ととも
に、条約の今後 10 年間の活動の
方向性を示す愛知ターゲットを採択
したことです。個別の目標の中には
「表現が複雑となり、伝わりにくくなっ
た」と評価される部分もありますが、
日本の自然保護活動にも役立てら
れるところがたくさんあります。

新戦略計画の全文には、ここに掲載した愛知ターゲットの文章以外にもさまざまな推奨事項が書かれている。新戦略計画を含め、決
議された文章の原文は生物多様性条約事務局の公式ページに掲載。（全文英文）http://www.cbd.int/nagoya/outcomes/

環境省仮訳より　http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=16471&hou_id=13104
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【ミッション（使命）】（2020年までの短期目標）

生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する。
これは、2020 年までに、回復力のある生態系と、その提供する基本的
なサービスが継続されることが確保され、それによって地球の生命の多
様性が確保され、人類の福利と貧困解消に貢献するためである。
これを確保するため、生物多様性への圧力が軽減され、生態系が回復
され、生物資源が持続可能に利用され、遺伝資源の利用から生ずる利
益が公正かつ衡平に配分され、適切な資金資源が提供され、能力が促
進され、生物多様性の課題と価値が主流化され、適切な政策が効果的
に実施され、意思決定が予防的アプローチと健全な科学に基づく。

目標11：2020年までに、少な
くとも陸域及び内陸水域の17％、
また沿岸域及び海域の10％、特
に、生物多様性と生態系サービ
スに特別に重要な地域が、効果
的、衡平に管理され、かつ生態
学的に代表的な良く連結された
保護地域システムやその他の効
果的な地域をベースとする手段
を通じて保全され、また、より
広域の陸上景観又は海洋景観に
統合される。 

目標 12：2020 年までに、既
知の絶滅危惧種の絶滅及び減少
が防止され、また特に減少して
いる種に対する保全状況の維持
や改善が達成される。

目標 13：2020 年までに、社会
経済的、文化的に貴重な種を含
む作物、家畜及びその野生近縁
種の遺伝子の多様性が維持され、
その遺伝資源の流出を最小化し、
遺伝子の多様性を保護するため
の戦略が策定され、実施される。

目標 14：2020 年までに、生態系が
水に関連するものを含む基本的なサー
ビスを提供し、人の健康、生活、福利
に貢献し、回復及び保全され、その際
には女性、先住民、地域社会、貧困層
及び弱者のニーズが考慮される。        

目標 15：2020 年までに、劣化した
生態系の少なくとも 15％以上の回復
を含む生態系の保全と回復を通じ、生
態系の回復力及び二酸化炭素の貯蔵に
対する生物多様性の貢献が強化され、
それが気候変動の緩和と適応及び砂漠
化対処に貢献する。

目標 16：2015 年までに、遺伝資源
へのアクセスとその利用から生ずる利
益の公正かつ衡平な配分に関する名古
屋議定書が、国内法制度に従って施行
され、運用される。

戦略目標 C
生態系、種及び遺伝子の
多様性を守ることにより、
生物多様性の状況を改善
する。

戦略目標 D
生物多様性及び生態系サービ
スから得られる全ての人のた
めの恩恵を強化する。

目標 17：2020 年までに、各締約
国が、効果的で、参加型の改訂生物
多様性国家戦略及び行動計画を策定
し、政策手段として採用し、実施し
ている。

目標 18：2020 年までに、生物多
様性とその慣習的な持続可能な利用
に関連して、先住民と地域社会の伝
統的知識、工夫、慣行が、国内法と
関連する国際的義務に従って尊重さ
れ、生物多様性条約とその作業計画
及び横断的事項の実施において、先
住民と地域社会の完全かつ効果的な
参加のもとに、あらゆるレベルで、
完全に認識され、主流化される。

目標 19：2020 年までに、生物多
様性、その価値や機能、その現状や
傾向、その損失の結果に関連する知
識、科学的基礎及び技術が改善され、
広く共有され、適用される。  

目標 20：少なくとも 2020 年まで
に、2011 年から 2020 年までの戦略
計画の効果的実施のための、全ての
資金源からの、また資金動員戦略に
おける統合、合意されたプロセスに
基づく資金資源動員が、現在のレベ
ルから顕著に増加すべきである。こ
の目標は、締約国により策定、報告
される資源のニーズアセスメントに
よって変更される必要がある。

戦略目標 E
参加型計画立案、知識
管理と能力開発を通じ
て実施を強化する。

※ABS（遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分）に関する名古屋議定書
遺伝資源を利用する際、資源提供国の事前同意や相互合意を義務とし、提供国と利用
国が公正かつ衡平な利益配分をするため、締約国が実施すべき具体的な手続きを決め
た。遺伝資源を研究し、開発することは「遺伝資源の利用」にあたり、遺伝資源を利
用してつくられた薬などは利益配分の対象となったほか、薬の使い方など伝統的知識の利
用も利益配分の対象であると明示された。各国が遺伝資源の利用を監視するチェックポ
イントを1カ所以上つくることが義務付けられたが、その体制は各国の裁量に委ねられて
しまった。今年 2 月から署名の手続きが始まり、50カ国以上が批准すれば正式発効する。
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